
▼
任
期
＝
３
年
（
平
成
21
年
４
月

１
日
〜
）

▼
職
務
内
容
＝
年
３
〜
５
回
程
度
、

平
日
午
後
に
開
催
予
定
の
会
議
に

出
席
し
、
意
見
を
述
べ
ま
す
。

▼
応
募
方
法
＝
専
用
の
応
募
用
紙

（
保
険
課
窓
口
又
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
）
に
て
保
険
課
高
齢
者
支
援
係

ま
で
提
出
。

▼
応
募
締
切
＝
４
月
15
日
（
水
）

必
着

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

高
齢
者
支
援
係

　

☎
�
９
１
２
９
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上
三
川
町
高
齢
者
保
健
福

祉
介
護
保
険
事
業
運
営
協

議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

障
害
児
学
童
ク
ラ
ブ

「
た
け
の
こ
」

指
導
員
募
集

　

町
で
は
、
高
齢
者
に
お
け
る
保

健
、
福
祉
及
び
介
護
保
険
事
業
の

適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
「
上

三
川
町
高
齢
者
保
健
福
祉
介
護
保

険
事
業
運
営
協
議
会
」
を
設
置
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
協
議
会
は
、
被
保
険
者
や

医
療
、保
健
・
福
祉
関
係
者
等
で
構

成
し
て
お
り
ま
す
が
、
介
護
経
験

者
又
は
介
護
保
険
被
保
険
者
の
方

か
ら
も
ご
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、

協
議
会
委
員
を
左
記
の
と
お
り
公

募
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員
＝
１
人

▼
応
募
期
間
＝
４
月
２
日(

木)

〜

４
月
15
日(

水)

▼
資
格
条
件
＝
40
歳
以
上
の
介
護

経
験
者
又
は
介
護
保
険
被
保
険
者

▼
報
酬
＝
６
、
７
０
０
円
／
回

（
年
３
〜
５
回
程
度
開
催
）

以
上
」
に
該
当
す
る
人

○
20
年
表
彰

　

昭
和
63
年
４
月
１
日
〜
平
成
元

年
３
月
31
日
の
間
に
取
得
し
た
人

○
30
年
表
彰

　

昭
和
53
年
４
月
１
日
〜
昭
和
54

年
３
月
31
日
の
間
に
取
得
し
た
人

○
40
年
表
彰

　

昭
和
44
年
３
月
31
日
以
前
に
取

得
し
た
人

※
過
去
に
２
輪
免
許
以
下
取
得
者

で
地
区
表
彰
を
受
け
て
い
る
人
も
、

表
彰
区
分
が
異
な
り
ま
す
の
で
上

申
で
き
ま
す
。

●
『
下
野
警
察
署
長
・
下
野
地
区

交
通
安
全
協
会
長
表
彰
』

　

運
転
免
許
を
取
得
し
て
か
ら
の

期
間
が「
５
年
」、「
10
年
」、「
15
年
」

に
該
当
す
る
人

○
５
年
表
彰

　

平
成
14
年
４
月
１
日
〜
平
成
15

年
３
月
31
日
の
間
に
取
得
し
た
人

○
15
年
表
彰

　

平
成
４
年
４
月
１
日
〜
平
成
５

年
３
月
31
日
の
間
に
取
得
し
た
人

※
「
栃
木
県
警
察
本
部
長
・
栃
木

県
交
通
安
全
協
会
長
表
彰
」
「
下

野
警
察
署
長
・
下
野
地
区
交
通
安

全
協
会
長
表
彰
」と
も
、最
初
に
免

許
を
取
得
し
た
日
が
基
準
日
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
例
】
20
年
表
彰
の
場
合

　

原
付
免
許
を
昭
和
61
年
５
月
１

日
に
取
得
し
、
普
通
免
許
を
昭
和

63
年
５
月
１
日
に
取
得
し
た
場
合

…
最
初
に
取
得
し
た
原
付
免
許
の

取
得
日
が
基
準
と
な
る
の
で
、
今

回
の
表
彰
に
は
該
当
し
な
い
。

▼
表
彰
基
準
＝
上
三
川
町
に
住
民

登
録
を
し
て
お
り
、
常
に
交
通
法

令
を
守
り
、
安
全
運
転
に
心
が
け
、

人
格
、
技
能
と
も
優
れ
他
の
運
転

　

運
転
免
許
取
得
年
数
に
よ
り『
栃

木
県
警
察
本
部
長
・
栃
木
県
交
通

安
全
協
会
長
表
彰
』
・
『
下
野
警

察
署
長
・
下
野
地
区
交
通
安
全
協

会
長
表
彰
』
に
分
か
れ
ま
す
。

　

左
記
の
要
件
に
ご
留
意
い
た
だ

き
、
運
転
免
許
証
、
交
通
安
全
協

会
会
員
証
、
上
申
経
費
（
700
円
）

を
持
参
の
上
、
３
月
27
日
（
金
）

ま
で
に
総
務
課
交
通
防
災
係
窓
口

に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
上
申
経
費
の
700
円
は
審
査
手
数

料
（
無
事
故
無
違
反
証
明
書
代
）

と
な
り
、
表
彰
か
ら
も
れ
た
人
も

お
返
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
留
意

く
だ
さ
い
。

●
『
栃
木
県
警
察
本
部
長
・
栃
木

▼
募
集
人
員
＝
若
干
名

▼
資
格
＝
保
育
士
・
教
員
・
ヘ
ル

パ
ー
２
級
以
上
、
い
ず
れ
か
の
資

格
の
あ
る
人

▼
時
間
＝
午
後
２
時
〜
６
時

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

�

優
良
運
転
者
表
彰

上
申
に
つ
い
て

　

障
害
児
学
童
ク
ラ
ブ

　

「
た
け
の
こ
」

　

☎
�
２
２
２
５

　

（
午
後
２
時
〜
６
時
）

県
交
通
安
全
協
会
長
表
彰
』

　

運
転
免
許
を
取
得
し
て
か
ら
の

期
間
が
「
20
年
」、「
30
年
」、「
40
年

年
３
月
31
日
の
間
に
取
得
し
た
人

○
10
年
表
彰

　

平
成
９
年
４
月
１
日
〜
平
成
10
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を
除
く
毎
日
）、水
曜
日
が
パ
ン
と

い
う
こ
と
に
変
わ
り
、
米
飯
が
週

１
回
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
麺
類
等
を
提
供
す
る

日
も
あ
り
ま
す
が
、
米
飯
の
日
に

設
定
と
な
る
予
定
で
す
。

●
給
食
申
込
み
制
の

　
　
　
　
　

導
入
に
つ
い
て

　

現
在
、
詳
細
に
つ
い
て
詰
め
の

協
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。
で
き
る

だ
け
早
く
決
定
し
、
新
年
度
の
手

続
き
に
支
障
が
出
な
い
よ
う
努
力

い
た
し
ま
す
。
保
護
者
の
皆
様
か

ら
必
要
書
類
の
提
出
等
、
新
た
な

手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力

の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
三
川
町
給
食
セ
ン
タ
ー

　

☎
�
１
６
７
０

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ

ま
す
。
現
在
使
用
し
て
い
な
い
軽

四
輪
、
バ
イ
ク
、
農
耕
車
な
ど
を

所
有
し
て
い
る
人
は
、
３
月
末
日

ま
で
に
廃
車
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
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学
校
給
食
費
の
値
上
げ

等
に
つ
い
て

お知らせ版

●
給
食
費
の
値
上
げ

　

去
る
１
月
20
日
の
給
食
セ
ン
タ

ー
運
営
委
員
会
及
び
１
月
23
日
の

教
育
委
員
会
定
例
会
の
審
議
に
お

い
て
、
給
食
費
の
値
上
げ
に
つ
い

て
協
議
さ
れ
、
承
認
・
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

従
来
、
小
学
生
は
一
律
月
額
４
、

２
０
０
円
（
１
年
生
の
４
月
だ
け

は
、
２
、
１
０
０
円
）
、
中
学
生

は
月
額
４
、
８
０
０
円
で
し
た
が
、

別
表
の
と
お
り
改
定
し
、
平
成
21

者
の
模
範
と
認
め
ら
れ
る
人
で
、

運
転
免
許
を
取
得
し
て
か
ら
の
期

間
が
、
前
の
項
目
に
該
当
す
る
人
。

た
だ
し
、
過
去
に
お
い
て
交
通
安

全
功
労
者
又
は
優
良
運
転
者
と
し

て
緑
十
字
銅
賞
な
ど
の
上
位
表
彰

を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

（
不
適
格
者
）

①
過
去
５
年
以
内
（
平
成
15
年
４

月
１
日
以
降
）
に
交
通
法
令
に
違

反
し
た
こ
と
の
あ
る
人

②
交
通
安
全
協
会
の
正
会
員
で
な

い
人

③
そ
の
他　

表
彰
基
準
の
欠
格
事

項
に
該
当
す
る
人

（
期
日
計
算
）

運
転
免
許
取
得
年
月
日
を
起
算
日

と
し
て
、
平
成
21
年
３
月
31
日
ま

で
の
月
計
算
に
よ
る
。

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

▼
主
な
改
正
点
＝

　

小
学
生
の
給
食
費
の
料
金
設
定

を
、
低
・
中
・
高
の
３
段
階
に
し
、

そ
れ
ぞ
れ
100
円
、200
円
、300
円
の
値

上
げ
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
１
年

生
の
４
月
分
は
、
５
回
分
を
差
し

引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

�

中
学
生
は
、
200
円
ア
ッ
プ
と
な

り
、３
年
生
の
３
月
分
は
、10
回
分

を
差
し
引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

●
米
飯
給
食
回
数
の
増
加

　

従
来
米
飯
が
週
３
回
（
月
・
水
・

金
）、週
２
回
が
パ
ン（
火
・
木
）と

い
う
パ
タ
ー
ン
を
基
本
と
し
て
給

食
を
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
新

年
度
か
ら
は
週
４
回
米
飯
（
水
曜

▼
県
ナ
ン
バ
ー
＝
軽
四
輪
車
は

栃
木
県
軽
自
動
車
協
会
【
☎
０

２
８
（
６
４
５
）
５
１
６
１
】、

自
動
二
輪
車
は
関
東
運
輸
局
栃

木
運
輸
支
局
【
☎
０
５
０
（
５

５
４
０
）
２
０
１
９
】
で
。

▼
町
ナ
ン
バ
ー
＝
原
動
機
付
自

転
車
及
び
125
cc
以
下
の
自
動
二

輪
車
、
ミ
ニ
カ
ー
、
テ
ー
ラ
ー
、

ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
、

小
型
特
殊
自
動
車
は
、
役
場
住

民
生
活
課
窓
口
で
。

▼
手
続
き
の
方
法
＝
町
ナ
ン
バ

ー
車
は
、
廃
車
し
た
い
車
両
の

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
と
印
か
ん

を
持
っ
て
、
住
民
生
活
課
窓
口

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
業
者
な
ど
に
頼
ん
で
廃
車
し

た
場
合
は
、
手
続
き
が
済
ん
で

い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
３
月
末
日
ま
で
に
完

了
し
て
い
な
い
と
、
来
年
度
も

課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
住
所
、

氏
名
が
変
わ
っ
た
場
合
も
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係

　

☎
�
９
１
２
２

乗
ら
な
い
軽
自
動
車
の
廃

車
届
は
３
月
末
日
ま
で
に

健康は自分で守ろう！！
　健康の保持・増進のためには『運動・

栄養・休養』のバランスが大切です。町

では、各種事業を実施しています。

◎かんたんフィットネス教室

▼日時＝

　５月14日～７月16日（10回コース）

　毎週木曜日　午後７時～午後９時

▼場所＝上三川北小学校

◎うき浮き水中運動教室

▼日時＝

　５月12日～７月28日（12回コース）

　毎週火曜日　午後１時～３時

▼場所＝上三川いきいきプラザ

◎いきいきスタジオ運動教室

▼日時＝

　７月３日～８月25日（12回コース）

　毎週金曜日

　午前９時30分～11時30分

▼場所＝上三川いきいきプラザ

※受け付けは、４月1日から開始しま

　す。詳細は、ホームページ、広報

　４月号をご覧ください。

▼問い合わせ先＝

　健康福祉課　健康増進係

　☎�９１３２

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課　

交
通
防
災
係

　

☎
�
９
１
１
５



期
間
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
改
め

て
町
に
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
４
月
ま
で
に
屋
外
広
告
物

を
設
置
す
る
予
定
の
方
は
、
な
る

べ
く
早
く
、
宇
都
宮
土
木
事
務
所

に
事
前
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
屋
外
広
告
業
者
の
登
録

に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
４
月
１

日
以
降
も
現
行
と
変
わ
り
な
く
、

申
請
窓
口
は
、
栃
木
県
県
土
整
備

部
都
市
計
画
課
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

都
市
建
設
課　

都
市
計
画
係

　

☎
�
９
１
４
０

　

宇
都
宮
土
木
事
務
所

　

☎
０
２
８（
６
２
６
）３
１
４
０

　

栃
木
県　

県
土
整
備
部

　

都
市
計
画
課

　

☎
０
２
８（
６
２
３
）２
４
６
３

　

２
０
１
１
年
７
月
の
地
上
デ
ジ

タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
へ
の
完

全
移
行
に
向
け
て
、
２
月
２
日

「
宇
都
宮
市
中
河
原
町
３
ー
19
」

に
「
総
務
省
栃
木
県
テ
レ
ビ
受
信

者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
開
所
し
ま

し
た
。 

　

テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
、
テ
レ
ビ
受
信
者
の
皆
さ
ま

28広報かみのかわ　21.３.１

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

業
務
係

　

☎
�
９
１
６
８

　

現
在
の
宇
都
宮
市
斎
場
（
宇
都

宮
市
山
本
町

383
番
地
１
）
は
、
３

月
15
日
を
持
っ
て
廃
止
さ
れ
、
新

た
に
「
宇
都
宮
市　

悠
久
の
丘
」

（
宇
都
宮
市
上
欠
町
富
士
山
台
）が

オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　

本
町
の
方
が
利
用
さ
れ
る
場
合

は
、「
区
域
外
使
用
」
扱
い
に
な
り

ま
す
の
で
、
芳
賀
広
域
斎
場
（
真

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課　

総
合
窓
口
係

　

☎
�
９
１
２
５

　

町
赤
十
字
奉
仕
団
か
ら
広
報
12

月
号
で
募
集
い
た
し
ま
し
た
浴
衣

で
す
が
、
17
名
の
方
か
ら
ご
寄
付

い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
方
の
ご

協
力
、
ご
厚
意
に
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
三
川
町
赤
十
字
奉
仕
団

　

☎
�
９
１
２
８

　

平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
、
市

町
へ
の
権
限
移
譲
に
よ
り
、
屋
外

広
告
物
許
可
申
請
の
窓
口
が
県
土

木
事
務
所
か
ら
各
市
町
に
変
わ
り

ま
す
。
上
三
川
町
に
屋
外
広
告
物

を
設
置
す
る
場
合
は
、
町
都
市
建

設
課
へ
許
可
申
請
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
に
県

が
許
可
す
る
屋
外
広
告
物
に
つ
い

て
は
、
県
の
許
可
が
町
に
引
き
継

が
れ
ま
す
の
で
、
県
で
許
可
し
た

　

公
共
下
水
道
及
び
農
業
集
落
排

水
の
ご
使
用
者
で
、
生
活
用
水
と

し
て
地
下
水（
井
戸
水
）を
利
用
さ

れ
て
い
る
人
は
、
次
の
場
合
、
届

出
が
必
要
で
す
。

・
世
帯
の
人
数
が
変
わ
っ
た
場
合
。

・
地
下
水
を
や
め
て
町
水
道
水
へ

　

接
続
す
る
場
合
、又
は
、そ
の
逆

　

の
場
合
。

※
使
用
料
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
上
下
水
道
課
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

岡
市
熊
倉
町
４
９
６
１
）
の
利
用

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　

☎
�
９
１
３
１

　

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
の
機
器
点
検
の
た
め
、

３
月
26
日
（
木
）
は
利
用
を
休
止

し
ま
す
。
３
月
26
日
は
、
住
基
カ

ー
ド
及
び
電
子
証
明
書
の
発
行
が

出
来
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

��　「定額給付金」については、現時点（３月１日現

在）では住民の皆様へのご連絡や給付は始まってお

りません。

　そのため、「定額給付金」に関して、

●町や総務省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの

現金自動預払機）の操作をお願いすることは、絶対

にありません。 

●ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込

んでもらうことは絶対にできません。 

●町や総務省などが、「定額給付金」の給付のため

に、手数料などの振込を求めることは絶対にありま

せん。 

●現時点で、町や総務省などが住民の皆様の世帯構

成や銀行の口座番号などの個人情報を照会すること

は、絶対にありません。 

　ご自宅や職場などに町や総務省（の職員）などをか

たった電話がかかってきた場合は、迷わず、役場や

下野警察署（又は警察相談電話（＃９１１０））に

ご連絡ください。

▼問い合わせ先＝

　総務課　秘書庶務係　　　☎�９１１３

　下野警察署　生活安全課　☎�０１１０

定額給付金の給付を装った「振り
込め詐欺」や「個人情報の問い合
わせ」にご注意を

地
下
水
利
用
の
皆
さ
ま
へ

宇
都
宮
市
斎
場
が
廃
止

さ
れ
ま
す

住
基
ネ
ッ
ト
の
休
止

浴
衣
寄
付
の
お
礼

屋
外
広
告
物
許
可
申
請
窓

口
変
更
の
お
知
ら
せ

テ
レ
ビ
に
つ
い
て
の

大
切
な
お
知
ら
せ
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案内図
宇都宮環状線

宇都宮北高校
済生会
病院

競輪場通り
福田屋

田
原
街
道

白
沢
街
道

新
４
号
線

国
道
４
号
線

鬼
怒
川

柳田大橋

富岡橋

鬼怒橋

鬼怒大橋

柳田街道

水戸街道

宇都宮市夜間
休日救急診療所

宇都宮駅

寺内

平出

石井

宇大
上
三
川
街
道

砂
田
街
道

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

東
北
新
幹
線

日
産
自
動
車

栃
木
工
場

上三川町役場石
橋
駅

宇都宮市夜間・休日救急診療所

夜　間

休日昼間

診 療 科 目

内科・小児科

歯　　　　科

内科・小児科・歯科

受 付 時 間

午後７時30分～翌朝午前７時

午後７時30分～午前０時

午前９時～午後５時

今　月　の　納　期

法　律　相　談

火　災　情　報

犬・猫に関する相談は
県動物愛護指導センターへ

交 通 事 故 巡 回 相 談

上三川町交通事故発生状況

固定資産・都市計画税　第４期

国民健康保険税　第８期

介護保険料　第６期

後期高齢者医療保険料　第８期（３月２日）

連絡先＝税務課 納税係 ☎�9121

日時＝３月15日�
　　　午前10時～午後1時（1人20分）
場所＝町役場１階町民相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）＝３月２日�～
　13日�平日のみ（先着９人まで）
費用＝無料
連絡先＝健康福祉課社会福祉係
☎�９１２８　��７４９３

日時＝３月11日（水）
場所＝真岡市総合福祉保健センター
費用＝無料　相談員＝栃木県中央県
民センター相談員　連絡先＝栃木県

中央県民センター　☎028-623-2188

火災情報は…☎�７３１１へ

（☎０２８－684－５４５８）

12月 １月
交通事故
件　　数

交通事故
負傷者数

交通事故
死 者 数

21件

26人

0人

10件

14人

1人

栃
木
県
医
療
安
全
講
習

会
の
開
催

『
４
月
１
日
は
表
示
登
記

の
日
』無
料
相
談
開
催

滅
失
登
記

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

　

☎
０
２
８
（
６
２
１
）４
７
３
４

　

人
は
ミ
ス
を
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
大
切
な
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
対

策
や
医
療
過
誤
が
生
じ
た
後
の
対

応
に
つ
い
て
、
自
治
医
科
大
学
医

学
部
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
セ
ン
タ
ー
長
（
医

療
安
全
学
教
授
）
の
河
野
龍
太
郎

先
生
及
び（
株
）Ｔ
Ｂ
Ｓ
メ
デ
ィ
ア

総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
兼（
株
）

ト
マ
デ
ジ
執
行
役
員
「
医
療
の
良

心
を
守
る
市
民
の
会
」
代
表
の
永

井
裕
之
先
生
に
御
講
演
い
た
だ
き

ま
す
。

▼
日
時
＝
３
月
17
日
（
火
）
午
後

２
時
〜
午
後
４
時
30
分
ま
で

▼
場
所
＝
栃
木
県
総
合
文
化
セ
ン

タ
ー
サ
ブ
ホ
ー
ル

▼
対
象
（
資
格
等
）
＝
一
般
県
民

（
医
療
従
事
者
を
含
む
）  

▼
負
担
金
等
＝
無
料

▼
定
員
＝
400
名

▼
申
込
方
法
＝
申
し
込
み
不
要

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
保
健
福
祉
部

　

医
事
厚
生
課

　

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
０
８
４

　

�
０
２
８（
６
２
３
）３
０
５
６

　

Ｅ
メ
ー
ル

　

iji-k
ouse

i@
pre

f.toc
hig

i.lg
.jp

に
円
滑
に
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に

移
行
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
デ
ジ

タ
ル
化
に
関
す
る
相
談
対
応
や
受

信
実
態
の
調
査
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア

ド
バ
イ
ス
提
供
な
ど
、
地
域
実
情

に
応
じ
た
「
受
信
者
サ
ポ
ー
ト
」

を
行
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
等
＝
テ
レ
ビ
受
信

者
の
皆
様
か
ら
の
お
問
合
せ
に
つ

い
て
は
、
「
総
務
省
地
上
デ
ジ
タ

ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
受
信
相
談

セ
ン
タ
ー
」
（
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
）
に
お
い
て
一
括
し
て
受

け
付
け
ま
す
。

▼
受
付
時
間
＝

・
平
日
…
午
前
９
時
〜
午
後
９
時 

・
土
日
・
祝
日
…
午
前
９
時
〜
午

後
６
時 

　

地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
と
テ

レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

相
互
に
連
携
・
協
力
の
下
、
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
普
及
推
進
を
図

り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
省
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ

　

ジ
ョ
ン

　

放
送
受
信
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　

 

（
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
）

　

☎
０
５
７
０
（
０
７
）０
１
０
１

　

・
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
が
つ
な
が
ら

　

な
い
場
合

　

☎
０
３
（
４
３
３
４
）１
１
１
１

▼
期
間
＝
４
月
１
日
（
水
）
〜
７

日
（
火
）

▼
場
所
＝
県
内
各
土
地
家
屋
調
査

士
事
務
所

▼
相
談
業
務
＝
土
地
境
界
、
調
査
、

測
量
、
分
筆
、
地
積
更
正
、
地
目

変
更
登
記
、
建
物
新
築
、
増
築
、

場所＝宇都宮市竹林町968 ☎028-625-2211㈹

●受付は、なるべく終了時間の30分前までにお済ませください。

●健康保険証や受給者証を忘れずにお持ちください。

●昼間診療の午後０時～午後１時は、なるべく避けてお越しください。

●診療開始直後は混み合うことがあるため、待ち時間が長くなりますのでご了承ください。
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